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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ又は電子回路に、道路地図データを記憶する道路地図データ記憶部と、地
図上の出発地、経由地及び目的地に関する経路条件を作成する経路条件作成部と、前記道
路地図データおよび前記経路条件に基づいて、出発地から経由地を経由して目的地まで到
達する経路を設定する経路設定部とを備えたナビゲーション装置において、
　現在位置を検出する現在位置検出部と、
　前記経路設定部による経路設定時に、出発地から目的地までの間に経由する経由地を、
実際に経由すべき経由地と、特定の経路を経由させるためのダミー経由地とに区別して指
定する経由地指定部と、
　前記経由地指定部によって指定された経由地の区別を記憶する経由地区別記憶部と、
　再経路設定時に、
　前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置から最近傍の経由地を判定する最近
傍経由地判定部と、
　前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地の中のダミー経由地を、前記経路条件か
ら排除させるように、前記経路条件とすべき経由地を判定する条件判定部と、
を有することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　コンピュータ又は電子回路が、道路地図データを記憶するステップと、地図上の出発地
、経由地及び目的地に関する経路条件を作成するステップと、前記道路地図データおよび
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前記経路条件に基づいて、出発地から経由地を経由して目的地まで到達する経路を設定す
るステップとを含むナビゲーション方法において、
　前記コンピュータ又は電子回路が、
　現在位置を検出するステップと、
　前記経路設定時に、出発地から目的地までの間に経由する経由地を、実際に経由すべき
経由地と、特定の経路を経由させるためのダミー経由地とに区別して指定するステップと
、
　指定された経由地の区別を記憶するステップと、
　再経路設定時に、
　前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置から最近傍の経由地を判定するステ
ップと、
　前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地の中のダミー経由地を、前記経路条件か
ら排除するステップと、
を含むことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項３】
　コンピュータに、道路地図データを記憶させ、地図上の出発地、経由地及び目的地に関
する経路条件を作成させ、前記道路地図データおよび前記経路条件に基づいて、出発地か
ら経由地を経由して目的地まで到達する経路を設定させるナビゲーションプログラムにお
いて、
　前記コンピュータに、
　現在位置を検出させ、
　前記経路設定時に、出発地から目的地までの間に経由する経由地を、実際に経由すべき
経由地と、特定の経路を経由させるためのダミー経由地とに区別して指定させ、
　指定された経由地の区別を記憶させ、
　再経路設定時に、
　前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置から最近傍の経由地を判定させ、
　前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地の中のダミー経由地を、前記経路条件か
ら排除させること
を特徴とするナビゲーションプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、移動車両に搭載されたナビゲーション装置において、設定経路を移
動中に、経路逸脱などにより経路の再設定が必要となった場合の処理について、改良を施
したナビゲーションの技術すなわちナビゲーション装置、方法及びプログラムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車の一般化と情報処理技術の発達にともない、車載用に代表されるナビゲー
ション装置が急速に普及している。ナビゲーション装置は、予め用意された道路地図デー
タを使い、ＧＰＳ等で逐次検出する現在位置を周辺地図上に画面表示したり、ユーザが指
定した目的地への最適な誘導経路を計算して進行方向を画面表示や音声合成などで誘導案
内するものである（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記のようなナビゲーション装置では、道路地図データに基いて双方向探索等の探索ア
ルゴリズムにより、所要時間等の負担が最小の経路が探索され、誘導案内の対象となる。
そして、このように経路を探索する際に、ユーザは、あらかじめ所望の経由地を指定する
こともできる。かかる経由地が指定された場合には、これを経由するように経路が探索さ
れるので、誘導経路に従って走行すると、所望の経由地に立ち寄ったり、通過したりする
ことができる。
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【０００４】
　しかし、ユーザにより指定された経由地を通過して目的地に達するまでの経路を計算し
ても、その結果の全てがユーザの意図する経路にはなるわけではない。これは、ナビゲー
ション装置が、その保持している「道路リンクデータベース」と経路の計算時に使用する
「経路選択の重み付け」により、一意の経路を探索し、出力してしまうためである。これ
に対処するため、ユーザは、意図する経路を含む経路が探索されるように、使用したい経
路上の任意の地点を、ダミーの経由地として指定し、経路を計算させている。
【特許文献１】特開２００２－１７４５２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ナビゲーション装置による経路誘導に従って走行中に、設定経路を逸脱した
ような場合には、経路の再計算が行われる（例えば、特許文献１参照）。しかしながら、
上記のような従来の技術では、指定された経由地を、ユーザが本当に経由したい地点とダ
ミーの地点とを分離することができない。また、未通過経由地を含む経路から、ユーザが
求める最適な経由地を選定することができない。このため、経路逸脱による再計算時には
、ダミー経由地、未通過の経由地全てを計算条件に使用し、経路の再計算を行ってしまう
。これにより、不要な経由地を通過する経路が探索されるために、経路の引き回しなどが
発生し、利便性の低下を招いている。
【０００６】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決するものであり、その目的は、経路の
再設定時に、ユーザが意図する最適な経路を提示することができるナビゲーションの技術
すなわちナビゲーション装置、方法及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、請求項１の発明は、コンピュータ又は電子回路に、道路地
図データを記憶する道路地図データ記憶部と、地図上の出発地、経由地及び目的地に関す
る経路条件を作成する経路条件作成部と、前記道路地図データおよび前記経路条件に基づ
いて、出発地から経由地を経由して目的地まで到達する経路を設定する経路設定部とを備
えたナビゲーション装置において、現在位置を検出する現在位置検出部と、前記経路設定
部による経路設定時に、出発地から目的地までの間に経由する経由地を、実際に経由すべ
き経由地と、特定の経路を経由させるためのダミー経由地とに区別して指定する経由地指
定部と、前記経由地指定部によって指定された経由地の区別を記憶する経由地区別記憶部
と、再経路設定時に、前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置から最近傍の経
由地を判定する最近傍経由地判定部と、前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地の
中のダミー経由地を、前記経路条件から排除させるように、前記経路条件とすべき経由地
を判定する条件判定部と、
を有することを特徴とする
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明を方法の観点から捉えたものであり、請求項３のナ
ビゲーション方法において、コンピュータ又は電子回路が、道路地図データを記憶するス
テップと、地図上の出発地、経由地及び目的地に関する経路条件を作成するステップと、
前記道路地図データおよび前記経路条件に基づいて、出発地から経由地を経由して目的地
まで到達する経路を設定するステップとを含むナビゲーション方法において、前記コンピ
ュータ又は電子回路が、現在位置を検出するステップと、前記経路設定時に、出発地から
目的地までの間に経由する経由地を、実際に経由すべき経由地と、特定の経路を経由させ
るためのダミー経由地とに区別して指定するステップと、指定された経由地の区別を記憶
するステップと、再経路設定時に、前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置か
ら最近傍の経由地を判定するステップと、前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地
の中のダミー経由地を、前記経路条件から排除するステップと、を含むことを特徴とする



(4) JP 4312017 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１及び２の発明をコンピュータプログラムの観点から捉えた
ものであり、コンピュータに、道路地図データを記憶させ、地図上の出発地、経由地及び
目的地に関する経路条件を作成させ、前記道路地図データおよび前記経路条件に基づいて
、出発地から経由地を経由して目的地まで到達する経路を設定させるナビゲーションプロ
グラムにおいて、前記コンピュータに、現在位置を検出させ、前記経路設定時に、出発地
から目的地までの間に経由する経由地を、実際に経由すべき経由地と、特定の経路を経由
させるためのダミー経由地とに区別して指定させ、指定された経由地の区別を記憶させ、
再経路設定時に、前記経路条件における経由地のうち、前記現在位置から最近傍の経由地
を判定させ、前記最近傍の経由地及びこれより手前の経由地の中のダミー経由地を、前記
経路条件から排除させることを特徴とする。
【００１０】
　以上のような請求項１～３の発明では、ユーザが意図する経路を引くために指定したダ
ミー経由地を、再経路設定時に経路条件から削除することによって、経路の引き回し等を
防止して、最適な経路を再設定することができる。
【００１７】
　また、現在位置に最近傍の経由地及びその手前の経由地の中から、ダミー経由地を判定
して排除することにより、経路に復帰する場合の戻り時間や迂回距離等を最小限とするこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のような本発明によれば、経路の再設定時に、ユーザが意図する最適な経路を提示
することができるナビゲーションの技術すなわちナビゲーション装置、方法及びプログラ
ムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明を実施するための最良の形態（以下「実施形態」と呼ぶ）について図面を
参照して具体的に説明する。なお、本実施形態は、周辺装置を備えたコンピュータをプロ
グラムで制御することで実現できるが、この場合のハードウェアやプログラムの実現態様
は各種変更可能である。また、本発明は、ナビゲーション装置及び方法に加え、上記のよ
うなプログラム、そのようなプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記憶媒体とし
ても把握できる。したがって、以下の説明では、本発明及び本実施形態の各機能を実現す
る仮想的回路ブロックを用いる。
【００２０】
〔１．構成〕
〔１－１．全体構成〕
　まず、本実施形態におけるナビゲーション装置（以下「本装置」と呼ぶ）は、概略とし
ては、予め備える道路地図データに基づき、指定された経由地を経由する目的地までの経
路を探索及び誘導案内するナビゲーション装置において、ダミーの経由地（その地点を通
る道路を経路として選択させるために経由地としてセットしたもの）を、再計算時に経路
条件から排除することで、経路の引き回しなどを回避するものであり、図１の機能ブロッ
ク図に示す下記の各要素を備えている。
【００２１】
　すなわち、絶対位置・方位検出部１は、本装置が搭載された自動車（自車と呼ぶ）の現
在位置すなわち自車位置について、地表での絶対的な位置座標や方位を計算するために、
例えば、ＧＰＳ衛星から送られてくるＧＰＳ電波をアンテナやレシーバなどで受信するた
めの部分である。また、相対方位検出部２は、ジャイロなどを使って自車の相対的な方位
を検出するための部分である。また、車速検出部３は、自動車より得られる車速パルスを
処理することで自車の速度を計算する部分である。
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【００２２】
　また、メインＣＰＵ及びその周辺回路４は、本装置全体を制御する制御回路の役割を果
たす部分である。また、メモリ群Ｍは、本装置の動作に必要な各種のメモリで、例えば、
プログラム格納用のＲＯＭ５は本装置の起動時にメインＣＰＵによりアクセスされる。ま
た、ワークエリアなどを提供するダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）６にはメインプログラ
ムがロードされる。また、ＳＲＡＭ（スタティックＲＡＭ）７は、ユーザによって入力さ
れ指定された情報、経路条件テーブル、再計算条件テーブル等、各種設定や地図データを
含む情報を記憶する記憶手段であり、メイン電源がオフになっている間もバッテリーバッ
クアップされ、オンになったときにメモリ内容を提供するが、フラッシュメモリやハード
ディスクドライブなど、他の記憶手段によっても置換可能である。また、表示用のＶＲＡ
Ｍ（ビデオＲＡＭ）８は表示部１０に表示すべき画像のビットマップデータを格納する。
【００２３】
　また、表示部１０は、地図や操作メニューなど各種の情報を、図示しない液晶表示画面
に表示する部分であり、音声合成との併用が望ましい。また、入力部１１は、ユーザがス
イッチなどから命令などの情報を入力するための部分であり、タッチセンサ機能、リモコ
ンユニット、赤外線送受信ユニットなどを備えるが、タッチパネルとして表示部１０と一
体に構成することが望ましい。また、ユーザインタフェース部９は、Ｉ／Ｏ制御回路やデ
バイスドライバなどを使って、表示部１０及び入力部１１と、メインＣＰＵ及びその周辺
回路４とを結ぶユーザインタフェースである。
【００２４】
　また、ＨＤＤ制御部１２は、ハードディスク（大容量記憶装置）に記録されたナビゲー
ションプログラムなど各種データをデータベースから読み出す手段であり、道路又は道路
の区間のネットワーク構造をあらかじめ表した道路地図データが格納される。本装置にお
けいては、道路地図データに含まれる地図上の地点（出発地、経由地、目的地等）の経度
及び緯度に関するデータが利用される。なお、ＣＤ－ＲＯＭ制御部、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御
部等が、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭから読み出したデータを利用する構成としてもよ
い。
【００２５】
　また、ＦＭ多重受信及び処理部１３は、ＦＭ放送波を受信しこの放送波からＶＩＣＳサ
ービスの交通情報など所望のデータを取り出す処理を行う部分であり、交通情報は渋滞情
報を含む。また、光／ビーコン受信及び処理部１４は、路肩などに設置された光ビーコン
や電波ビーコンから、各ビーコンの識別情報やＶＩＣＳサービスの交通情報などの情報を
受信及び処理する部分である。
【００２６】
〔１－２．メインＣＰＵ及びその周辺回路の役割〕
　さらに、メインＣＰＵ及びその周辺回路４は、上記のようなプログラムの作用によって
、図１に示す下記の各部分としての役割を実現するように構成されている。すなわち、現
在位置検出部４０は、自車位置を逐次計算するための手段であり、具体的には、ＧＰＳ航
法測位と自律航法測位とを組み合わせることで自車位置を計算するように構成される。
【００２７】
　ここで、ＧＰＳ航法測位は、人工衛星からの電波に基づいて絶対位置・方位検出部１で
得られる情報を使って現在位置を計算するものである。また、自律航法測位は、地磁気及
び自車の速度に基づいて相対方位検出部２及び車速検出部３から得られる情報を使って現
在位置を計算するものである。
【００２８】
　また、目的地指定部４１は、前記道路地図データを記録したデータベースからの施設検
索や地図上でのカーソル指定などにより目的地の指定すなわち入力を受け付ける手段であ
る。なお、通常は、現在位置検出部４０によって検出される現在地が出発地として指定さ
れるが、この目的地指定部４１のように、道路地図データを記録したデータベースからの
施設検索や地図上でのカーソル指定などにより出発地の指定すなわち入力を受け付ける手
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段を設けてもよい。経由地指定部４２は、道路地図データを記録したデータベースからの
施設検索や地図上でのカーソル指定などにより目的地の指定すなわち入力を受け付ける手
段である。なお、経由地指定部４２による指定は、その経由地がユーザが本当に経由した
い「本経由地」か、その地点を通る道路を経路として選択するためだけに指定する「ダミ
ー経由地」かの区別をして指定することができる。
【００２９】
　経路条件作成部４３は、現在位置検出部４０により検出される現在位置を出発地として
、上記のように指定された経由地、目的地に関する経路条件テーブルを作成する手段であ
る。この経路条件テーブルは、例えば、図２に示すように、経路の出発地、経由地（複数
設定可能）、目的地の各条件をまとめた経路情報である。この経路条件テーブルにセット
される経由地データは、経度：経由地の経度緯度：経由地の緯度通過フラグ：経由地を通
過したかのフラグ（０／１＝未通過／通過）、経由地種別：経由地の種別情報（０／１＝
ダミー経由地／本経由地）の４つの個別情報を持つ。
【００３０】
　経路設定部４４は、道路地図データ及び経路条件テーブルに基づいて、現在位置から経
由地を経由して、目的地に到達するまでの経路を計算し、結果として得られた経路を設定
する手段である。なお、現在位置検出部４０により検出される現在位置が、設定経路を逸
脱した場合に、再計算要求が発生し、経路設定部４４による経路の再設定が行われるよう
に構成されていることは、従来技術と同様である。
【００３１】
　通過判定部４５は、走行中の自車位置に基づいて、指定された経由地を経由したか否か
を判定する手段であり、経由したと判定された場合には、経路条件作成部４３は、経路条
件テーブルの通過フラグを１にする。条件判定部４６は、再計算要求を受けた時に、経路
条件テーブルから、再計算に必要な経路条件を判定し、抜き出す手段であり、この判定結
果に基づいて、経路条件作成部４３は再計算条件テーブルを作成する。判定は、後述する
ように、通過判定処理、最近傍経由地判定処理、ダミー経由地判定処理の順で行われる。
作成される再計算条件テーブルは、例えば、図３に示すように、通過済みの経由地以外を
経由地データとしてセットし、セットした各経由地と現在地間の距離を格納したものであ
る。
【００３２】
　また、地図表示部４７は、算出された前記自車位置及び前記道路地図データに基づいて
、周辺の地図上における自車位置と、前記経路の少なくとも一部とを表示部１０に三次元
表示又は他の態様で表示する手段であり、案内制御部４８は、経路のうち表示する部分や
点滅強調などの要素を決めたり、合成音声の併用などにより誘導案内を制御する手段であ
る。すなわち、現在位置検出部４０と、経路設定部４４と、地図表示部４７と、案内制御
部４８とは、ＨＤＤ制御部１２から読み出される前記道路地図データに基いて、指定され
た目的地からみて最寄りの道路又は道路の区間への経路を探索及び誘導案内するナビゲー
ション手段を構成している。
【００３３】
〔２．作用〕
　以上のような本実施形態による経路計算処理の一例を、図４～６のフローチャートを参
照して説明する。
〔２－１．初期経路設定と誘導〕
　まず、ユーザが目的地と経由地の指定による経路探索要求を入力すると、経路設定部４
４は、現在位置から経由地を経由して目的地に到達するまでの経路を計算し設定するので
、それに基いて誘導案内等の処理が行われる。このとき、作成される経路条件テーブルの
経由地種別には、ユーザにより指定された経由地が「本経由地（フラグ１）」か、「ダミ
ー経由地（フラグ０）」かの区別が設定される。
【００３４】
〔２－２．再計算の発生〕
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　上記のように設定された経路に基づいて誘導を行っているときに、通過判定部４５が、
走行中の自車位置に基づいて、指定された経由地を経由したと判定した場合には、経路条
件作成部４３は、経路条件テーブルの通過フラグを１にする。そして、自車位置に基づい
て、設定経路を逸脱したことが検出され、経路の再計算要求が発生した場合には、経路設
定部４４により経路の再計算と設定が行われる。この再計算処理は、以下のように、経路
条件作成部４３により作成される再計算条件テーブルに基づいて行われる。
【００３５】
〔２－３．通過経由地の判定〕
　すなわち、再計算の要求が通知されると、現在誘導中の経路の「経由地数ＲｌｙＮｏ」
を取得する（ステップ１）。次に、設定した経由地の通過済み判定をするための「通過確
認カウンタｐａｓｓＣｎｔ」と、通過済み経由地を除いた残りの経由地数を保持するため
の「新規経由地カウンタｎｅｗＣｎｔ」をクリアし（ステップ２）、ステップ３の状態に
遷移する。
【００３６】
　ステップ３では、各経由地の通過済み判定を行うために「通過確認カウンタｐａｓｓＣ
ｎｔ」と「経由地数ＲｌｙＮｏ」を比較する。比較の結果、「通過確認カウンタｐａｓｓ
Ｃｎｔ」が「経由地数ＲｌｙＮｏ」を超えていなければ、ステップ４に遷移し、超えてい
れば、ステップ９に遷移する。ステップ４では、誘導中の経路条件を保持する「経路条件
テーブル」より、ｐａｓｓＣｎｔ番目の経由地データを取得し、ステップ５に遷移する。
ステップ５では、ステップ４で取得した経由地データの「通過フラグ」を参照し、その経
由地が通過済みであるかを判定する。未通過であればステップ６に遷移し、通過済みであ
ればステップ８に遷移する。
【００３７】
　ステップ６では、未通過経由地データの「経度」、「緯度」、「経由地種別」と、自車
位置－経由地間の直線距離を計算した「現在地からの距離」情報を「再計算条件テーブル
」のｎｅｗＣｎｔ番目にセットする。ステップ７では、再計算条件テーブルの格納場所を
示すｎｅｗＣｎｔをインクリメントする。ステップ８では、次の経由地を参照するために
ｐａｓｓＣｎｔをインクリメントし、ステップ３に遷移する。以上のようにステップ３か
らステップ８までのループ処理を全経由地について確認することで、未通過経由地のみを
再計算条件テーブルにセットする。
【００３８】
〔２－４．最近傍経由地の判定〕
　次に、ステップ９では、再計算条件テーブルにセットされた未通過経由地より、自車位
置に最も近い経由地（以降、最近傍経由地とする）を調べるための「最近傍経由地確認カ
ウンタｓｒｃｈＣｎｔ」と最近傍経由地の、再計算条件テーブルでの項目番号を保持する
ための「最近傍経由地番号ｎｅａｒＲｌｙＮｏ」をクリアする。ステップ１０では、最近
傍経由地の調査に使用する「比較元距離ｃｍｐＤｉｓｔ」パラメータに再計算条件テーブ
ルの１番目の経由地データに格納された「現在地からの距離」情報をセットする。ステッ
プ１１では、「最近傍経由地確認カウンタｓｒｃｈＣｎｔ」と「新規経由地カウンタｎｅ
ｗＣｎｔ」を比較する。「最近傍経由地確認カウンタ」が「新規経由地カウンタ」を超え
ていればステップ１６に遷移し、超えていなければステップ１２に遷移する。
【００３９】
　ステップ１２では、「比較元距離ｃｍｐＤｉｓｔ」と、再計算条件テーブルｓｒｃｈＣ
ｎｔ番目の経由地データの「現在地からの距離」を比較する。「比較元距離ｃｍｐＤｉｓ
ｔ」が「現在地からの距離」以上であればステップ１３に遷移し、「現在地からの距離」
未満であればステップ１５に遷移する。ステップ１３では、「比較元距離ｃｍｐＤｉｓｔ
」に「現在地からの距離」の値を代入し、比較参照内容を変更する。この作業により「比
較元距離ｃｍｐＤｉｓｔ」が、現在地からの距離が最も短い値を保持できるようにする。
ステップ１４では、最近傍経由地が変更となるため、「最近傍経由地番号ｎｅａｒＲｌｙ
Ｎｏ」に「最近傍経由地確認カウンタｓｒｃｈＣｎｔ」の値を代入する。ステップ１５で
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は、再計算条件テーブルにセットされた次の経由地データを調査するため、「最近傍経由
地確認カウンタｓｒｃｈＣｎｔ」をインクリメントし、ステップ１１に遷移する。以上の
ように、ステップ１１からステップ１５までのループ処理を再計算条件テーブルに登録さ
れた全ての未通過経由地に対して確認することで、未通過経由地の中より、最近傍経由地
を調査する。
【００４０】
〔２－５．ダミー経由地の判定〕
　ステップ１６では、「最近傍経由地番号ｎｅａｒＲｌｙＮｏ」より若い項目番号にセッ
トされた未通過経由地に、ユーザが経由したい地点があるかの確認に使用する「経由地種
別確認カウンタｃｈｃｋＣｎｔ」に、「最近傍経由地番号ｎｅａｒＲｌｙＮｏ」の値を代
入する。ステップ１７では、「経由地種別確認カウンタｃｈｃｋＣｎｔ」が０以下である
かを監視し、０より大きければステップ１８に遷移し、０以下であればステップ２１に遷
移する。
【００４１】
　ステップ１８では、再計算条件テーブルのｃｈｃｋＣｎｔ番目経由地データの経由地種
別を確認する。経由地種別の値が“１”（経由したい地点）であれば、ステップ１９に遷
移し、“０”（ダミー経由地）であれば、ステップ２０に遷移する。ステップ１９では、
「最近傍経由地ｎｅａｒＲｌｙＮｏ」より若い項目番号にセットされた未通過経由地の中
にユーザが経由したい地点があることより、「最近傍経由地ｎｅａｒＲｌｙＮｏ」に「経
由地種別確認カウンタｃｈｃｋＣｎｔ」の値を代入する。ステップ２０では、「経由地種
別確認カウンタｃｈｃｋＣｎｔ」をデクリメントし、ステップ１７に遷移する。
【００４２】
　以上のように、ステップ１７からステップ２０までのループ処理を、再計算条件テーブ
ルの１番目からｎｅａｒＲｌｙＮｏ番目までの未通過経由地に対して確認することで、ス
テップ１５までに求めた最近傍経由地より若い項目番号の未通過経由地の中に、ユーザが
経由したい地点があるかの確認を行う。
【００４３】
〔２－６．経路条件の再設定〕
　さらに、ステップ２１からステップ２４までは、再計算を行うために必要な経由地情報
を経路条件テーブルに再設定する処理を行う。すなわち、ステップ２１では、経路条件テ
ーブルの全経由地データのクリアを行う。ステップ２２では、経路条件テーブルの出発地
に現在の自車位置情報をセットする。ステップ２３では、再計算条件テーブルのｎｅａｒ
ＲｌｙＮｏ番目からｎｅｗＣｎｔ番目までの経由地データ（経度、緯度、経由地種別）を
経路条件テーブルにセットする。ステップ２４では、経路設定部４４によって、経路条件
テーブルにある経由地情報を用いた再計算が行われる。このような一連の処理を、再計算
要求時に行うことで、最適な経由地を自動的に選択した経路設定と誘導が可能となる。
【００４４】
〔２－７．再設定の具体例〕
　ここで、上記のような手順で再計算処理を実行して経路設定を行う場合の具体例を、図
７～１１を参照して説明する。まず、図７に示すような走行経路が、図８に示すような経
路条件テーブルに基づいて設定されているとする。このとき、各経由地の経由地種別は、
経由地１＝１（本経由地）、経由地２＝０（ダミー経由地）、経由地３＝１（本経由地）
、経由地４＝１（本経由地）とする。この経路を走行し、経由地１を通過後、２分岐にて
誤って直進し、図９の中央矢印で示す自車位置まで走行した時に、再計算要求を出した場
合の遷移を示す。
【００４５】
　まず、ステップ１にて経由地数ＲｌｙＮｏ＝４を取得する。その後、ステップ２を経て
ステップ３に遷移する。経由地１はすでに通過済みであるため、Ｓ３→Ｓ４→Ｓ５→Ｓ８
→Ｓ３（Ｓはステップ）の順に遷移する。経路２～４は未通過であるため、Ｓ３→Ｓ４→
Ｓ５→Ｓ６→Ｓ７→Ｓ８→Ｓ３の順に遷移し、再計算条件テーブルに登録されていく。ス
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テップ９に遷移したときの再計算条件テーブルの内容を、図１０に示す。また、ここまで
の計算にて新規経由地カウンタｎｅｗＣｎｔ＝３となる。
【００４６】
　以上のように、再計算テーブルを作成後のステップ９からは、ステップ１０に遷移する
。ステップ１０にて比較元距離ｃｍｐＤｉｓｔ＝αが代入され、ステップ１１に遷移する
。再計算テーブルに存在する経由地２，３，４の各「現在地からの距離」の関係は、α＞
β＞γとなることより（図９参照）、各経由地は以下の順に遷移する。
経由地２：Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３→Ｓ１４→Ｓ１５→Ｓ１１
経由地３：Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３→Ｓ１４→Ｓ１５→Ｓ１１
経由地４：Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３→Ｓ１４→Ｓ１５→Ｓ１１→Ｓ１６
【００４７】
　再計算条件テーブルにある未通過経由地全てにおいて最近傍経由地の調査を行うと、最
近傍経由地番号ｎｅａｒＲｌｙＮｏ＝３（経由地４は再計算条件テーブルでは３つ目の経
由地データであるため）となる。
【００４８】
　以上のように、最近傍経由地番号を求めた後、ステップ１６に遷移し、経由地種別確認
カウンタｃｈｃｋＣｎｔ＝ｎｅａｒＲｌｙＮｏ＝３を代入する。ステップ１７からは、経
由地種別確認カウンタｃｈｃｋＣｎｔが０以下になるまでループ処理を行う。ＣｈｃｋＣ
ｎｔの各値での遷移順は以下の通りとなる。
ｃｈｃｋＣｎｔ＝３（図１０での経由地４について）：Ｓ１７→Ｓ１８→Ｓ１９→Ｓ２０
→Ｓ１７
ｃｈｃｋＣｎｔ＝２（図１０での経由地３について）：Ｓ１７→Ｓ１８→Ｓ１９→Ｓ２０
→Ｓ１７
ｃｈｃｋＣｎｔ＝１（図１０での経由地２について）：Ｓ１７→Ｓ１８（ダミー経由地の
ため）→Ｓ２０→Ｓ１７
ｃｈｃｋＣｎｔ＝０：Ｓ１７→Ｓ２１
【００４９】
　ステップ２１に遷移するときには、ｎｅａｒＲｌｙＮｏ＝２となっている。ステップ２
１にて経路条件テーブルの全経由地データをクリアし、ステップ２２にて出発地に自車位
置のデータをセットする。ステップ２３にてｎｅａｒＲｌｙＮｏ＝２とｎｅｗＣｎｔ＝３
より、再計算条件テーブルの２番目～３番目の経由地データの経度、緯度、経由地種別を
経路条件テーブルにセットする。ここまでの処理で再設定された経路条件テーブルを図１
１に示す。ステップ２４にて、再設定した経路条件テーブルを元に再計算を行うと、図９
の「経路」で示す線（グレーの太い実線）を経路として出力し、ダミー経由地の経由地２
を通過地点として経路を引き回すことなく、最適な経路の計算が可能となる。
【００５０】
〔３．効果〕
　以上のような本実施形態によれば、ユーザが意図する経路を引くために指定したダミー
経由地を、再経路設定時に、既に通過した経由地とともに経路条件から削除することによ
って、経路の引き回し等を防止して、最適な経路を設定することができる。特に、現在位
置の最近傍経由地及びその手前の経由地から、ダミー経由地を判定して排除することによ
り、経路に復帰する場合の戻り時間や迂回距離等を最小限とすることができる。また、ダ
ミー経由地の排除判定を、最近傍経由地及びその手前の経由地に限定することにより、必
要なダミー経由地を有効としつつ、処理負担を軽減して処理の高速化を図ることができる
。
【００５１】
〔４．他の実施形態〕
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような他の実
施形態も含むものである。例えば、最近傍の経由地に基づく判定対象の限定を省略し、全
ての通過経由地及びダミー経由地を排除して、未通過経由地と本経由地に基づく再計算を
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行う構成としてもよい。最近傍経由地の手前かどうかを基準とするのではなく、現在位置
から所定の距離（ユーザが任意に設定可）以上離れたダミー経由地のみを、排除対象とす
ることもできる。
【００５２】
　さらに、本発明は、車内にナビゲーション用のデータを置くいわゆるオンボード型では
なく、無線通信ネットワークを介して、最新のデータの提供を受けることができるいわゆ
るオフボード型のナビゲーションシステムにも適用可能である。この場合、通信ネットワ
ークを介して接続される車外のサーバ等が、上記の処理の全部若しくは一部を行うことが
でき、処理結果を車内のコンピュータが取得することにより、車内における処理負担を軽
減させることができる。なお、本発明は、車載用には限定されず、他の移動手段や携帯用
のナビゲーションにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態における経路条件テーブルの一例を示す図。
【図３】本発明の実施形態における再計算条件テーブルの一例を示す図。
【図４】本発明の実施形態における通過経由地判定処理を示すフローチャート。
【図５】本発明の実施形態における最近傍経由地判定処理を示すフローチャート。
【図６】本発明の実施形態における経由地種別判定処理を示すフローチャート。
【図７】本発明の実施形態における設定経路の一例を示す図。
【図８】図７の設定経路の経路条件テーブルの一例を示す図。
【図９】図７の設定経路からの経路逸脱時の再設定経路の一例を示す図。
【図１０】図９の再設定時の再計算条件テーブルの一例を示す図。
【図１１】図９の再設定時の経路条件テーブルの一例を示す図。
【符号の説明】
【００５４】
　１…絶対位置・方位検出部
　２…相対方位検出部
　３…車速検出部
　４…メインＣＰＵ及びその周辺回路
　５…ＲＯＭ
　６…ＤＲＡＭ
　７…ＳＲＡＭ
　８…ＶＲＡＭ
　９…ユーザインタフェース部
　１０…表示部
　１１…入力部
　１２…ＨＤＤ制御部
　１３…ＦＭ多重受信及び処理部
　１４…光／ビーコン受信及び処理部
　４０…現在位置検出部
　４１…目的地指定部
　４２…経由地指定部
　４３…経路条件作成部
　４４…経路設定部
　４５…通過判定部
　４６…条件判定部
　４７…地図表示部
　４８…案内制御部
　Ｍ…メモリ群



(11) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図１】

【図２】



(12) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図３】



(13) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図４】



(14) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図５】



(15) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図６】

【図７】



(16) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図８】

【図９】

【図１０】



(17) JP 4312017 B2 2009.8.12

【図１１】



(18) JP 4312017 B2 2009.8.12

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－３４６６６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０９４３７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１５９４７４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００－２１／３６　　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／００－９９／００　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００－２９／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

